
 

平成 21 年 3 月 13 日 
 
各  位 
 

東 京 都 港 区 南 青 山 五 丁 目 4 番 3 5 号  
株式会社リンク・セオリー・ホールディングス 
代 表 取 締 役 社 長  佐 々 木  力 
(コ ー ド 番 号 ： 3 3 7 3  東 証 マ ザ ー ズ ) 
問合せ先 取締役グループ CFO 大西 秀亜 
T E L  0 3 - 3 4 0 7 - 7 5 0 2 ( 代 表 ) 

 
株式会社ファーストリテイリングによる当社株券等に対する公開買付けの終了 

に伴う親会社及び主要株主の異動に関するお知らせ 
 

 

 株式会社ファーストリテイリング（以下「公開買付者」といいます。）が平成 21 年１月 29 日か

ら平成21年３月12日までを公開買付期間として実施しておりました当社株券等に対する公開買付

け（以下「本公開買付け」といいます。）が終了したことに伴い、当社の親会社及び主要株主に異

動がありますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 

１．異動に至った経緯 

本公開買付けが平成 21 年３月 12 日をもって終了し、同日、公開買付者より、本公開買付

けを通じて当社普通株式を 107,485 株取得した旨の報告がありました。これにより、平成 21

年３月 19 日（本公開買付けの決済開始日）付で公開買付者は当社の親会社となることになり

ます。 

一方、当社の主要株主であり筆頭株主でもありました佐々木力氏及び主要株主であった有限

会社アールエスインベストメントは、その保有する当社普通株式の全てを本公開買付けに応募

したことにより、いずれも平成 21 年３月 19 日（本公開買付けの決済開始日）付で当社の主

要株主に該当しないこととなります。 

なお、本公開買付けの結果等の詳細につきましては、本日公開買付者より公表されております

「株式会社リンク・セオリー・ホールディングス株券等に対する公開買付けの結果及び子会社

の異動に関するお知らせ」をご参照ください。 
 

 

２．親会社及び主要株主である筆頭株主になる者の概要 

(１) 名 称 株式会社ファーストリテイリング 

(２) 住 所 山口県山口市佐山 717 番地１ 

(３) 代 表 者 の

氏 名

代表取締役会長兼社長 柳井 正 
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(４) 資 本 金 の 額 10,273 百万円（平成 20 年８月 31 日現在） 

(５) 事 業 の 内 容 カジュアル衣料品等の販売事業及び衣料品等関連事業（衣料品の企画・販売

及び製造等）を営む事業会社等の株式又は持分の所有によるグループ全体の

事業活動の支配・管理等 

(６) 当 社 と の 関 係 資 本 関 係 平成 21 年３月 12 日現在、公開買付者及びその子会社

は、当社の発行済株式総数の 31.59％を保有しており

ます。 
  人 的 関 係 平成 21 年３月 12 日現在、公開買付者の代表取締役会

長兼社長である柳井正氏が当社の取締役会長を兼任し

ているほか、公開買付者の社外監査役である安本隆晴

氏及び公開買付者のコード・オブ・コンダクト委員会

委員及び企業取引倫理委員会委員である高井健弎氏が

当社の社外監査役に就任しております。 
  取 引 関 係 該当事項はありません。 
  関連当事者への

該 当 状 況

平成 21 年３月 12 日現在、当社は公開買付者の持分法

適用関連会社であり、公開買付者は当社の関連当事者

に該当します。 
(７) 決 算 期 ８月 
(８) 上 場 取 引 所 東京証券取引所市場第一部 

 

 

３．異動前後における当該株主の所有に係る議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合 

  

議決権の数 総株主等の議決権に対する割合 
 

直接所有分 間接所有分 計 直接所有分 間接所有分 計 

異動前 23,200 個 28,160 個 51,360 個 14.27 % 17.32% 31.59%

異動後 130,685 個 28,160 個 158,845 個 80.39% 17.32% 97.71%

 （注１） 総株主等の議決権に対する割合の計算は、平成 20 年８月 31 日現在の議決権の数

158,920個に平成 21年３月 12日までにストックオプション制度に係る新株予約権の

行使により発行した株式に係る議決権の数（3,640 個）を加えた 162,560 個を分母と

して算定しております。 
（注２）総株主等の議決権に対する割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 
 
 

４．主要株主でなくなる者の概要 

(１) 氏 名 佐々木  力 

(２) 住 所 東京都目黒区 

 

(１) 名 称 有限会社アールエスインベストメント 

(２) 本店所在地 東京都目黒区緑ヶ丘１丁目 22－13 

(３) 代表者役職

氏 名 

佐々木  力 

(４) 事 業 内 容 有価証券の保有、運用、投資。不動産の賃貸及び管理。 
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５．異動前後における主要株主でなくなる者の所有する議決権の数及び総株主の議決権の数に対す

る割合 

 

佐々木  力 

 議決権の数 総株主の議決権の数に対する割合 株主順位 

異動前 34,560 個 21.26% 第１位

異動後 0 個 0.00% －

 

有限会社アールエスインベストメント 

 議決権の数 総株主の議決権の数に対する割合 株主順位 

異動前 19,200 個 11.81% 第４位

異動後 0 個 0.00% －

（注１）総株主等の議決権に対する割合の計算は、平成 20 年８月 31 日現在の議決権の数

158,920個に平成 21年３月 12日までにストックオプション制度に係る新株予約権の

行使により発行した株式に係る議決権の数（3,640 個）を加えた 162,560 個を分母と

して算定しております。 
（注２）総株主等の議決権に対する割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

 

６．異動予定年月日 

 平成 21 年３月 19 日（本公開買付けの決済開始日） 
 

 

７．今後の見通し 

公開買付者は、当社を 100％子会社とする方針であり、本公開買付け及びその後の一連の手

続き（以下「本手続き」といいます。）により当社を 100％子会社とすることを予定していま

す。本公開買付けにより、公開買付者の完全子会社である株式会社グローバルリテイリング（以

下「GR 社」といいます。）及び株式会社グローバルインベストメント（以下「GI 社」といい

ます。）が保有する株式を除く、当社の発行する全ての普通株式を取得できなかったため、本

手続きとして、公開買付者は、現時点においては、(i) 本公開買付けの決済開始日以降を基準

日として、①当社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更することを内容とする定款の一

部変更を行うこと、②当社が発行している全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び③

当該全部取得条項付種類株式全ての取得と引換えに別個の株式を交付することを付議議案に

含む株主総会、並びに(ii)上記(i) ②の定款一部変更を付議議案に含む当社普通株主による種類

株主総会の開催を当社に求める予定です。公開買付者、GR 社及び GI 社（以下「公開買付者

ら」といいます。）は、上記の株主総会及び種類株主総会において上記各議案に賛成する予定

です。上記各手続きが実行された場合には、当社の発行する全ての普通株式は全部取得条項付

種類株式に変更された上で、全てこれを当社が取得することになります。当社の株主には当該

取得の対価として当社の別個の株式が交付されることになりますが、当該株式の上場申請は行

われない予定です。当社の株主で新たに交付される当社の株式の１株に満たない端数しか受け

取れない株主に対しては、法令の手続きに従い、当該端数に相当する株式を売却することによ
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って得られる金銭が交付されることとなります。なお、当該端数の合計数の株式（合計した数

に端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）の売却の結果、株主に交付される金

銭の額については、特段の事情がない限り、本公開買付けにおける普通株式の買付価格と同一

の価格を基準として算定されることが想定されますが、この金銭の額は本公開買付けにおける

普通株式の買付価格と異なることがあり得ます。また、全部取得条項が付された株式の対価と

して交付する当社の株式の数は現在未定でありますが、公開買付者らが当社の株式の全てを取

得することができるよう、本公開買付けに応募しなかった公開買付者ら以外の当社の株主に対

し交付しなければならない当社の株式の数が１株に満たない端数となるよう決定される予定

です。 
普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、少数株主の権利保護を目的

として、会社法第 116 条及び第 117 条その他の関係法令の定めに従って、株主がその有する

株式の買取請求ができる旨が定められており、また、同様の趣旨に基づき、全部取得条項が付

された株式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会社法第 172 条及びその他関

係法令の定めに従って、当該株式の取得の価格の決定の申立てを行うことができる旨が定めら

れています。なお、これらの方法による１株あたりの買取価格及び取得価格は、最終的には裁

判所が判断することになるため、本公開買付けにおける普通株式の買付価格と異なることがあ

り得ます。これらの方法による請求又は申立てを行うにあたっては、その必要手続き等に関し

ては株主各位において自らの責任にて確認され、ご判断いただくことになります。 
また、当社の発行する全ての普通株式を全部取得条項付種類株式に変更し、当社の全部取得

条項付種類株式を全て取得するのと引換えに別個の種類の株式を交付するという方法につい

ては、関係法令についての当局の解釈、並びに本公開買付け後の公開買付者らの当社株式の保

有状況及び公開買付者ら以外の当社株主による当社株式の保有状況等により、それと概ね同等

の効果を有する他の方法に変更する可能性があります。 
また、当社は、平成 21 年３月 13 日開催の取締役会において、当社が額面金額の 104％で残存

する当社発行の 2018 年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債の全部を

繰上償還することを選択できる旨の条項を追加することを含む、社債要項及び信託証書の改定

を社債権者に提案し承認いただく目的で、平成 21 年４月６日に社債権者集会を開催すること

を決議しております。詳細につきましては、本日付で当社が公表しております「当社 2018 年

満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債に関する社債権者集会の開催に

ついて」をご覧ください。 
 

当社普通株式は、東京証券取引所マザーズに上場しておりますが、本公開買付けの結果、流

動性の低下により、流通株式比率に係る東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続き

を経て上場廃止となる可能性があります。また、公開買付者は、上記のとおり当社を 100％子

会社とする予定ですので、その場合には、当社普通株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に

従い所定の手続きを経て上場廃止となる見込みです。上場廃止後は、当社普通株式を東京証券

取引所において取引することはできません。また、本手続きが行われる場合、当社の全部取得

条項が付された普通株式の取得対価として交付されることとなる別個の種類の当社株式の上

場申請は行われない予定です。 
 

以 上 

添付資料：「株式会社リンク・セオリー・ホールディングス株券等に対する公開買付けの結果及び

子会社の異動に関するお知らせ」 



 

（添付資料） 

平成21年３月13日 

 

各   位 

 

会 社 名 株式会社ファーストリテイリング 

代表者名 代表取締役会長兼社長  柳井 正       

              （コード番号  9983  東証第一部）        

問合せ先  経営管理部長 徳永 敏久 

電話番号 ０３－６２７２－００５０ 

 

 

 

株式会社リンク・セオリー・ホールディングス株券等に対する公開買付けの結果 

及び子会社の異動に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成21年１月28日開催の取締役会において、株式会社リンク・セオリー・ホールディングス

（銘柄コード 3373 東証マザーズ。以下「対象者」といいます。）の普通株式、新株予約権及び新株予約

付社債を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、平成21年１月

29日から実施しておりましたが、本公開買付けが平成21年３月12日をもって終了いたしましたので、下

記のとおり本公開買付けの結果についてお知らせいたします。 

また、本公開買付けの結果、平成21年３月19日付で対象者は新たに当社の連結子会社となる予定ですの

で、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

I. 本公開買付けの結果について 

 

１．買付け等の概要 

（１）公開買付者の名称及び所在地並びに対象者の名称 

   公開買付者 

株式会社ファーストリテイリング 

山口県山口市佐山717番地１ 

（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は、東京都千代田区九段北１丁目13番12号（東

京本部）にて行っております。） 

 

   対象者 

株式会社リンク・セオリー・ホールディングス 

 

（２）買付け等に係る株券等の種類 

   ① 普通株式 

   ② 新株予約権 

イ 平成14年９月30日開催の対象者臨時株主総会及び平成14年10月15日開催の取締役会の決

議に基づき発行された新株予約権（以下「第３回新株予約権」といいます。） 

ロ 平成15年10月17日開催の対象者臨時株主総会及び平成15年12月25日開催の取締役会の決

議に基づき発行された新株予約権（以下「第４回新株予約権」といいます。） 

ハ 平成16年８月25日開催の対象者臨時株主総会及び平成16年８月31日開催の取締役会の決議

に基づき発行された新株予約権（以下「第５回新株予約権」といいます。） 
（本件に関するお問合せ先） 

株式会社ファーストリテイリング グループＩＲ部（℡：03-6272-0070）・グループ広報部（℡：03-6272-0960） 
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ニ 平成16年８月25日開催の対象者臨時株主総会及び平成16年10月27日開催の取締役会の決

議に基づき発行された新株予約権（以下「第６回新株予約権」といいます。） 

ホ 平成17年11月29日開催の対象者定時株主総会及び平成18年１月26日開催の取締役会の決

議に基づき発行された新株予約権（以下「第７回新株予約権」といいます。） 

ヘ 平成17年11月29日開催の対象者定時株主総会及び平成18年４月11日開催の取締役会の決

議に基づき発行された新株予約権（以下「第８回新株予約権」といいます。） 

ト 平成19年11月28日開催の対象者定時株主総会及び平成20年４月30日開催の取締役会の決

議に基づき発行された新株予約権（以下「第９回新株予約権」といいます。また、イ乃至ト

を総称して以下「本新株予約権」といいます。） 

   ③ 平成18年４月25日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2018年満期ユーロ円建転

換制限条項付転換社債型新株予約権付社債（以下「新株予約権付社債」といいます。） 

 

（３）買付け予定の株券等の数 

株券等種類 ①株式に換算した買付予定数 ②株式に換算した超過予定数 

株 券 107,560株 ―株

新 株 予 約 権 証 券 4,943株 ―株

新 株 予 約権 付 社 債券 12,133株 ―株

株券等預託証券（ ） ―株 ―株

合計 124,636 株 ―株

 （注１）本公開買付けにおいては、買付けを行う株券等の上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券等の全

部の買付けを行います。買付予定の株券等の数は、対象者が平成 21 年１月 14 日に提出した第 11 期第１四

半期報告書に記載された平成20年11月30日現在の発行済株式総数（158,920株）から当社ならびに当社の

完全子会社である株式会社グローバルリテイリング（以下「ＧＲ社」といいます。）及び株式会社グローバ

ルインベストメント（以下「ＧＩ社」といいます。）が保有する株式数（51,360 株）を控除し、同四半期報

告書に記載された平成 20 年 11 月 30 日現在の本新株予約権及び新株予約権付社債の目的である対象者株式

の数の合計数（17,076株）を加えたものになります。 

 （注２）本公開買付期間の末日までに対象者の本新株予約権又は新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によ

り発行される可能性のある対象者株式も本公開買付けの対象としております。 

 

（４）買付け等の期間 

平成21年１月29日（木曜日）から平成21年３月12日（木曜日）まで（30営業日） 

 

（５）買付け等の価格 

① 普通株式  １株につき 

金170,000円 

② 新株予約権 イ 第３回新株予約権 １個につき金１円 

 ロ 第４回新株予約権 １個につき金１円 

 ハ 第５回新株予約権 １個につき金１円 

 ニ 第６回新株予約権 １個につき金１円 

 ホ 第７回新株予約権 １個につき金１円 

 ヘ 第８回新株予約権 １個につき金１円 

 ト 第９回新株予約権 １個につき金１円 

③ 新株予約権付社債  １個につき 

金4,950,000円 

 

（本件に関するお問合せ先） 

株式会社ファーストリテイリング グループＩＲ部（℡：03-6272-0070）・グループ広報部（℡：03-6272-0960） 
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２．買付け等の結果 

（１）応募の状況 

株券等種類 株 式 に換算 した
買 付 予 定 数

株 式 に換算 した
超 過 予 定 数

株式に換算した 
応 募 数 

株 式 に 換 算 し た
買 付 数

株券 107,560株   ― 株 107,485株 107,485株 

新株予約権証券   4,943株   ― 株   ― 株   ― 株 

新株予約権付社債券  12,133株   ― 株   566株   566株 

株券等預託証券（ ）   ― 株   ― 株   ― 株   ― 株 

合計 124,636株   ― 株 108,051株 108,051株 

（注） 新株予約権付社債については、応募のあった新株予約権付社債100個をその発行要項に基づき平成

21年３月12日現在有効な転換価額を用いて株式に換算いたしました。 

 

（２）公開買付けの成否 

  本公開買付けにおいては、買付け等を行う株券等の数に上限及び下限を設定しておりませんので、応募

株券等の全部の買付け等を行います。 

 

（３）買付け等を行った後における株券等所有割合 

買付け等前における公開買付者

の所有株券等に係る議決権の数 
23,200個

（買付け等前における株券等所有割合 

14.27％）

買付け等前における特別関係者

の所有株券等に係る議決権の数 
68,286個

（買付け等前における株券等所有割合 

42.01％）

買付け等後における公開買付者

の所有株券等に係る議決権の数 
131,251個

（買付け等後における株券等所有割合 

80.46％）

買付け等後における特別関係者

の所有株券等に係る議決権の数 
28,160個

（買付け等後における株券等所有割合 

17.26％）

対象者の総株主等の議決権の数 162,560個  

（注１） 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における特別関係者の所

有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しておりま

す。 

（注２） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成 21 年１月 14 日に提出した第 11 期第１四半期報告書に

記載された平成20年８月31日現在の総株主の議決権の数に、平成21年３月 12日までにストックオプショ

ン制度に係る新株予約権の行使により発行された対象者普通株式に係る議決権の数 3,640 個を加えた数です。 

（注３） 「買付け等前における株券等所有割合」は、上記「対象者の総株主等の議決権の数」を分母として計算してお

ります。また、「買付け等後における株券等所有割合」は、上記「対象者の総株主等の議決権の数」に、応

募のあった新株予約権付社債 100 個を株式に換算した数に係る議決権の数である 566 個を加えた数である

163,126 個を分母として計算しております。なお、本公開買付けにおいては、対象者の本新株予約権又は新

株予約権付社債も本公開買付けの対象としておりましたが、「株券等所有割合」の計算において、対象者の

上記第１四半期報告書に記載された平成20年11月30日現在の発行済株式総数（158,920株）に、同報告書

に記載された平成 20 年 11 月 30 日現在の本新株予約権又は新株予約権付社債の目的である対象者株式の数

の合計額（17,076 株）を加えた 175,996 株に係る議決権の数 175,996 個を分母として計算した場合には、

「買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」に係る株券等所有割合は 13.18％、「買付

け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」に係る株券等所有割合は 38.80％、「買付け等後

における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」に係る株券等所有割合は 74.58％、｢買付け等後におけ

る特別関係者の所有株券等に係る議決権の数｣に係る株券等所有割合は16.00％となります。 

（注４） 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下

第三位を四捨五入しております。 

（本件に関するお問合せ先） 

株式会社ファーストリテイリング グループＩＲ部（℡：03-6272-0070）・グループ広報部（℡：03-6272-0960） 
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（４）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 

該当事項はありません。 

 

（５）買付け等に要する資金   

18,767百万円 

 

（６）決済の方法 

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

 野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

 

② 決済の開始日      平成21年３月19日（木曜日） 

 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主等の場合

は常任代理人）の住所宛に郵送します。買付けは、金銭にて行います。応募株主等は、本公開買付けによ

る売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により受け取ることができます。（送金手数料がかかる

場合があります。） 

 

３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し 

平成 21 年１月 28 日付「株式会社リンク・セオリー・ホールディングスに対する公開買付けの開始に関

するお知らせ」において既にお知らせしておりますとおり、当社は、対象者を 100％子会社とする方針であ

り、本公開買付け及びその後の一連の手続き（以下「本手続き」といいます。）により対象者を 100％子会

社とすることを予定しています。当社は、本公開買付けにより、ＧＲ社及びＧＩ社が保有する株式を除

く、発行する全ての対象者普通株式を取得できなかったことから、現時点においては、本手続きとして、

(i) 本公開買付けの決済開始日以降を基準日として、①対象者を会社法の規定する種類株式発行会社に変

更することを内容とする定款の一部変更を行うこと、②対象者が発行している全ての普通株式に全部取得

条項を付すことを内容とする定款の一部変更を行うこと、及び、③当該全部取得条項付種類株式全ての取

得と引換えに別個の種類の株式を交付することを付議議案に含む株主総会の開催、並びに、(ii) 上記(i)

②の定款一部変更を付議議案に含む対象者普通株主による種類株主総会の開催を、対象者に求める予定で

す。なお、当社、ＧＲ社及びＧＩ社（以下「当社ら」といいます。）は、上記の株主総会及び種類株主総会

において上記各議案に賛成する予定です。 

上記各手続きが実行された場合には、対象者の発行する全ての普通株式は全部取得条項付種類株式に変

更された上で、全てこれを対象者が取得することになります。当該取得の対価として対象者の株主には対

象者の別個の種類の株式が交付されることになりますが、当該株式の上場申請は行われない予定です。対

象者の株主で新たに交付される対象者の株式の１株に満たない端数しか受け取れない株主に対しては、法

令の手続きに従い、当該端数の合計数の株式を売却することによって得られる金銭が交付されることとな

ります。なお、当該端数の合計数の株式の売却の結果、株主に交付される金銭の額については、特段の事

情がない限り、本公開買付けにおける対象者普通株式の買付価格と同一の価格を基準として算定されるこ

とが想定されますが、この金銭の額は本公開買付けにおける対象者普通株式の買付価格と異なることがあ

り得ます。また、全部取得条項が付された株式の対価として交付する対象者の株式の数は現在未定であり

ますが、当社らが対象者の株式の全てを取得することができるよう、本公開買付けに応募しなかった当社

ら以外の対象者の株主に対し交付しなければならない対象者の株式の数が１株に満たない端数となるよう

決定される予定です。 

普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、少数株主の権利保護を目的として、会

社法第 116 条及び第 117 条その他の関係法令の定めに従って、株主がその有する株式の買取請求ができる

旨が定められており、また、同様の趣旨に基づき、全部取得条項が付された株式の全部取得が株主総会に

おいて決議された場合には、会社法第 172 条及びその他関係法令の定めに従って、当該株式の取得の価格

（本件に関するお問合せ先） 

株式会社ファーストリテイリング グループＩＲ部（℡：03-6272-0070）・グループ広報部（℡：03-6272-0960） 
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の決定の申立てを行うことができる旨が定められています。なお、これらの方法による１株当たりの買取

価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断することになるため、本公開買付けにおける対象者普通株

式の買付価格と異なることがあり得ます。これらの方法による請求又は申立てを行うにあたって必要とな

る手続き等に関しては、対象者の株主が各自の責任にて確認され、ご判断いただくことになります。 

また、対象者普通株式を全部取得条項付種類株式に変更し、対象者の全部取得条項付種類株式を全て取

得するのと引換えに別個の種類の株式を交付するという方法については、関係法令についての当局の解

釈、並びに本公開買付け後の当社らの対象者普通株式の保有状況及び当社ら以外の対象者株主の対象者普

通株式の保有状況等により、それと概ね同等の効果を有する他の方法に変更する可能があります。 

なお、上記の各手続きにおける税務上の取扱いについては、各自の税務アドバイザーにご確認いただき

ますよう、お願いいたします。 

 

対象者は、本日開催の取締役会において、新株予約権付社債について、社債要項及び信託証書等の改定

を社債権者に提案し承認いただく目的で、平成 21 年４月６日午前 10 時（ロンドン時間）に社債権者集会

を開催することを決議しております。かかる社債要項及び信託証書の改定が承認された場合、対象者は新

株予約権付社債をその額面金額の104％で繰上償還することが可能となります。 

 

対象者普通株式は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）マザーズに上場し

ておりますが、本公開買付けの結果、流動性の低下により、流通株式比率に係る東京証券取引所の上場廃

止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。また、当社は、本公開買付けの終

了後に、対象者を 100％子会社とする予定ですので、その場合には、対象者普通株式は、東京証券取引所の

上場廃止基準に従い所定の手続きを経て上場廃止となる見込みです。上場廃止後は、対象者普通株式を東

京証券取引所において取引することはできません。また、本手続きが行われる場合、対象者の全部取得条

項が付された普通株式の取得対価として交付されることとなる別個の種類の対象者株式の上場申請は行わ

れない予定です。 
 

 

４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 

株式会社ファーストリテイリング 東京本部（東京都千代田区九段北１丁目13番12号） 

株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 

 

II. 子会社の異動について 

 

１．異動の理由及び方法 

本公開買付けの結果、当社は対象者の総株主等の議決権の97.71％を所有することになりましたので、

平成21年３月19日付で対象者は当社の連結子会社となる予定です。 

 

２．異動する子会社の概要 

（１）商号：   株式会社リンク・セオリー・ホールディングス 

（２）代表者：   代表取締役社長 佐々木 力 

（３）所在地：   東京都港区南青山五丁目４番35号 

（４）設立年月日：    平成10年12月11日 

（５）主な事業の内容：  以下の事業を行う会社の管理 

      ライセンスブランドの企画・生産・販売・直営店の運営 

      自主ブランドの企画・生産・販売・直営店の運営 

      海外ブランド商品の輸入販売 

（６）決算期：   ８月31日 

（７）従業員数：   1,850人（連結） （平成20年８月31日現在） 

（本件に関するお問合せ先） 

株式会社ファーストリテイリング グループＩＲ部（℡：03-6272-0070）・グループ広報部（℡：03-6272-0960） 
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（８）資本金：   6,628百万円 （平成21年３月13日現在） 

（９）発行済株式総数：  162,560株 （平成21年３月13日現在） 

（10）大株主構成および所有割合 （平成20年８月31日現在） 

 佐々木 力                     21.75％ 

 株式会社ファーストリテイリング         14.60％ 

 株式会社グローバルリテイリング       14.60％ 

 有限会社アールエスインベストメント    12.08％ 

 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラー   5.32％ 

アカウント（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） 

モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク    4.48％ 

（常任代理人 モルガン・スタンレー証券株式会社） 

畑 誠        4.15％ 

大西 秀亜       4.15％ 

株式会社グローバルインベストメント     3.12％ 

ステート ストリート バンク アンド トラスト    1.90％ 

カンパニー 505044 

（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室） 

（11）最近事業年度における業績の動向 

     （連結） 

決算年月 平成19年８月期
（第９期） 

平成20年８月期
（第10期） 

売上高 59,419百万円 59,887百万円

売上総利益 30,342百万円 32,655百万円

営業利益 466百万円 2,056百万円

経常利益 1,115百万円 396百万円

当期純利益（当期純損失） △5,617百万円 △197百万円

総資産 44,432百万円 40,310百万円

純資産 12,638百万円 11,225百万円

 

     （個別） 

決算年月 平成19年８月期
（第９期） 

平成20年８月期
（第10期） 

営業収益 2,123百万円 2,973百万円

営業費用 1,067百万円 1,241百万円

営業外収益 354百万円 354百万円

営業外費用 32百万円 53百万円

当期純利益（当期純損失） △6,082百万円 329百万円

総資産 27,680百万円 29,542百万円

純資産 10,768百万円 11,162百万円

１株当たり配当金 － －

 

３．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（１）異動前の所有株式数 51,360株 （所有割合31.59％）  （議決権の数 51,360個） 

   （うち間接保有分 28,160株 （所有割合17.32％）  （議決権の数 28,160個）） 

 

（２）取得株式数  107,485株 （取得価額 18,272百万円） （議決権の数 107,485個） 

 

（３）異動後の所有株式数 158,845株 （所有割合97.71％）  （議決権の数 158,845個） 

（本件に関するお問合せ先） 

株式会社ファーストリテイリング グループＩＲ部（℡：03-6272-0070）・グループ広報部（℡：03-6272-0960） 
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   （うち間接保有分 28,160株 （所有割合17.32％）  （議決権の数 28,160個）） 

 

（注１） 所有割合は、対象者が平成21年１月14日に提出した第11期第１四半期報告書に記載された平成20年11月

30日現在の発行済株式総数158,920株に、平成21年３月12日までにストックオプション制度に係る新株予

約権の行使により発行された対象者普通株式の数3,640株を加算した162,560株に対する割合です。 

（注２） 上記の他に、新株予約権付社債100個（取得価額495百万円）を取得いたします。 

 

４．異動の日程 

平成21年３月19日（木曜日） 本公開買付けの決済の開始日（予定） 

 

５．今後の見通し 

本公開買付けの結果、対象者は当社の持分法適用関連会社から当社の連結子会社となる予定です。これ

に伴う当社の平成21年８月期の連結業績及び個別業績への影響の詳細につきましては、明らかになり

次第お知らせいたします。 

 

以 上 

 

 

（本件に関するお問合せ先） 

株式会社ファーストリテイリング グループＩＲ部（℡：03-6272-0070）・グループ広報部（℡：03-6272-0960） 
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